
東

京

都

北

区

予

算

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

五

号

東

京

都

北

区

予

算

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

予

算

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

中

「

１

契

約

（

他

に

規

三

十

万

円

以

下

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

２

付

合

契

約

及

び

こ

れ

に

準

ず

る

契

約

３

報

酬

及

び

費

用

弁

償

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

４

会

計

年

度

任

用

職

員

に

係

る

職

員

手

当

及

び

共

済

費

-1-



５

削

除

６

報

償

費

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

７

食

糧

費

、

修

繕

費

及

び

ガ

ス

工

事

８

図

書

の

製

本

９

法

令

、

条

例

、

規

則

及

び

要

綱

に

基

づ

く

扶

助

費

償

還

金

（

他

に

1 0

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

公

債

費

1 1

公

害

健

康

被

害

1 2

認

定

の

医

学

的

検

査

に

係

る

委

託

料

課

長

及

び

所

長

（

東

児

童

福

祉

施

設

京

都

北

区

会

計

事

務

1 3

等

の

収

容

者

に

係

規

則

第

二

条

に

規

定

を

-2-



る

賄

費

す

る

課

長

及

び

所

長

を

い

う

。

）

母

子

福

祉

資

1 4

金

、

母

子

福

祉

応

急

小

口

資

金

、

応

急

小

口

資

金

及

び

女

性

福

祉

資

金

小

切

手

支

払

未

1 5

済

償

還

金

並

び

に

収

入

金

の

還

付

金

及

び

こ

れ

に

係

る

加

算

金

協

定

に

基

づ

く

1 6

指

定

管

理

料

法

律

に

基

づ

く

1 7

診

療

報

酬

、

医

療

費

及

び

拠

出

金

国

民

健

康

保

険

1 8

に

係

る

療

養

費

、

移

送

費

、

出

産

育

児

一

時

金

及

び

葬

祭

費

-3-



削

除

1 9

介

護

保

険

に

係

2 0

る

給

付

費

及

び

貸

付

金介

護

予

防

・

日

2 1

常

生

活

支

援

総

合

事

業

に

係

る

負

担

金

後

期

高

齢

者

医

2 2

療

制

度

に

係

る

葬

祭

費交

際

費

2 3

」

「

１

工

事

又

は

製

造

百

三

十

万

円

以

下

の

請

負

契

約

２

財

産

の

買

入

契

八

十

万

円

以

下

約

３

物

件

の

借

入

契

四

十

万

円

以

下
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約

４

契

約

（

他

に

規

五

十

万

円

以

下

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

５

付

合

契

約

及

び

こ

れ

に

準

ず

る

契

約

６

報

酬

及

び

費

用

弁

償

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

７

会

計

年

度

任

用

職

員

に

係

る

職

員

手

当

及

び

共

済

費

８

報

償

費

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

９

食

糧

費

、

修

繕
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費

及

び

ガ

ス

工

事

図

書

の

製

本

1 0

法

令

、

条

例

、

1 1

規

則

及

び

要

綱

に

基

づ

く

扶

助

費

償

還

金

（

他

に

1 2

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

課

長

及

び

所

長

（

東

公

債

費

京

都

北

区

会

計

事

務

1 3

規

則

第

二

条

に

規

定

に

、

公

害

健

康

被

害

す

る

課

長

及

び

所

長

1 4

認

定

の

医

学

的

検

を

い

う

。

）

査

に

係

る

委

託

料

児

童

福

祉

施

設

1 5

等

の

収

容

者

に

係

る

賄

費

母

子

福

祉

資

1 6

金

、

母

子

福

祉

応

-6-



急

小

口

資

金

、

応

急

小

口

資

金

及

び

女

性

福

祉

資

金

小

切

手

支

払

未

1 7

済

償

還

金

並

び

に

収

入

金

の

還

付

金

及

び

こ

れ

に

係

る

加

算

金

協

定

に

基

づ

く

1 8

指

定

管

理

料

法

律

に

基

づ

く

1 9

診

療

報

酬

、

医

療

費

及

び

拠

出

金

国

民

健

康

保

険

2 0

に

係

る

療

養

費

、

移

送

費

、

出

産

育

児

一

時

金

及

び

葬

祭

費介

護

保

険

に

係

2 1

-7-



る

給

付

費

及

び

貸

付

金介

護

予

防

・

日

2 2

常

生

活

支

援

総

合

事

業

に

係

る

負

担

金

後

期

高

齢

者

医

2 3

療

制

度

に

係

る

葬

祭

費交

際

費

2 4

」

「

区

立

学

校

１

工

事

又

は

製

造

五

十

万

円

以

下

の

請

負

２

物

件

の

買

入

れ

五

十

万

円

以

下

３

委

託

契

約

、

物

四

十

万

円

以

下

学

校

長

を

件

の

借

入

れ

又

は

労

力

そ

の

他

の

供
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給

契

約

４

交

際

費

」

「

区

立

学

校

１

工

事

又

は

製

造

百

三

十

万

円

以

下

の

請

負

契

約

２

財

産

の

買

入

契

八

十

万

円

以

下

約

３

物

件

の

借

入

契

四

十

万

円

以

下

学

校

長

に

改

め

る

。

約

４

契

約

（

他

に

規

五

十

万

円

以

下

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

５

交

際

費

」

付

則
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こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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